
総合運動場使用料金

公民館施設使用料金

陸上競技場使用料の場合

区　　分
改正前（消費税 ５ ％） 改正後（消費税 ８ ％）

半日 １ 日 半日 １ 日

使用者が料金を徴収する場合 ５，２５０ 円 １０，５００ 円 ５，４００ 円 １０，８００ 円

使用者が料金を徴収しない場合
市内者 １，０５０ 円 ２，１００ 円 １，０８０ 円 ２，１６０ 円

市外者 ３，１５０ 円 ６，３００ 円 ３，２４０ 円 ６，４８０ 円

市内団体使用料 年間　１０，５００ 円 年間　１０，８００ 円

放送器具 一式　４２０ 円 一式　４３０ 円

室　名　
　区　分

ホール使用料

改正前（消費税 ５ ％） 改正後（消費税 ８ ％）

午前 ８ 時３０分から午後 ０ 時３０分まで
市内 ６，３００ 円 ６，４８０ 円

市外 １５，７５０ 円 １６，２００ 円

午後 １ 時から午後 ５ 時まで
市内 ６，３００ 円 ６，４８０ 円

市外 １５，７５０ 円 １６，２００ 円

午後 ６ 時から午後１０時まで
市内 ９，４５０ 円 ９，７２０ 円

市外 ２３，６２０ 円 ２４，３００ 円

陸上競技場、庭球場、アーチェリー場、野球場、運動広場、照明施設、体育センター、船山キャンプ場の使用料金が以下のとお
り改正されます。

中央公民館、各町公民館の使用料金が以下のとおり改正されます。

■問い合わせ　生涯学習課 社会教育係　☎７４−３２４１

※中央公民館ホー
ル以外の使用料や
各町公民館使用料
の詳しい内容は生
涯学習課へ問い合
わせください。
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下水道料金

公共下水道料金

料金 使用水量
（ １ か月分）

改正前
（消費税 ５ ％）

改正後
（消費税 ８ ％）

基本料金
５ ㎥まで ５２５ 円 ５４０ 円

１０㎥まで １，１０２．５ 円 １，１３４ 円

超過料金

１１～２０㎥ １２６ 円 １２９．６ 円

２１～３０㎥ １３６．５ 円 １４０．４ 円

３１～４０㎥ １４７ 円 １５１．２ 円

４１～５０㎥ １５７．５ 円 １６２ 円

５１㎥以上 １６８ 円 １７２．８ 円

納所地区の下水道料金（農業集落排水）

料金 使用水量
（ １ か月分）

改正前
（消費税 ５ ％）

改正後
（消費税 ８ ％）

基本料金 １ 世帯 １，２６０ 円 １，２９６ 円

超過料金 世帯員 １ 人 ７３５ 円 ７５６ 円

メイプルタウン地区の下水道料金（コミュニティ・プラント）

料金 使用水量
（ １ か月分）

改正前
（消費税 ５ ％）

改正後
（消費税 ８ ％）

基本料金 １０㎥まで １，８９０ 円 １，９４４ 円

超過料金 １ ㎥につき １８９ 円 １９４．４ 円

　 ３ 月から継続して利用された ４ 月分（ ５ 月に請求）については、消費税は ５ ％で請求します。５ 月分（ ６ 月に請求）から
消費税率を ８ ％で請求します。なお、４ 月 １ 日以降に下水道を開始した場合は、４ 月分から消費税率 ８ ％となります。
　※対象世帯にお知らせのチラシを配布します。詳しくは都市計画課都市計画係に問い合わせください。

※その他の施設使用料についての詳しい内容は生涯学習課へ問い合わせください。

１円未満の金額はすべて合算し、合算後に発生した１円未満の金額を切り捨てます。

■問い合わせ　生涯学習課 文化スポーツ係　☎７４−３２４１

■問い合わせ　都市計画課 都市計画係　☎７５−４８２７

３ 月 １ 日 ４ 月 １ 日 ５ 月 １ 日

５ ％

３ 月分検針 ４ 月分検針

４ 月分（ ５ 月に請求）まで
５ ％請求

５ 月分（ ６ 月に請求）から
８ ％で請求


